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第

六

十

五

号

議

案

 

   
 

 
江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

五

年

六

月

十

四

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

条

例

（

令

和

四

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

中

「

江

戸

川

区

民

」

の

下

に

「

（

江

戸

川

区

内

に

在

住

、

在

勤

又

は

在

学

す

る

者

を

い

う

。

以

下

「

区

民

」

と

い

う

。

）

」

を

加

え

る

。

 

 

第

四

条

中

「

第

十

三

条

」

を

「

第

十

五

条

」

に

改

め

る

。

 

第

十

六

条

を

第

十

八

条

と

し

、

第

十

五

条

を

第

十

七

条

と

し

、

第

十

四

条

を

第

十

六

条

と

す

る

。

 

第

十

三

条

中

「

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

」

を

「

法

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

五

条

と

し

、

第

十

二

条

を

第

十

四

条

と

し

、

第

十

一

条

を

第

十

三

条

と

す

る

。

 

第

十

条

中

「

入

館

の

承

認

を

受

け

た

者

及

び

利

用

者

（

以

下

「

入

館

者

等

」

と

い

う

。

）

」

を

「

入

館

者

等

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

二

条

と

し

、

第

九

条

を

第

十

一

条

と

す

る

。

 

第

八

条

第

一

号

中

「

江

戸

川

区

規

則

（

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

」

を

「

規

則

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

条

と

す

る

。

 

第

七

条

中

「

貸

切

利

用

の

承

認

を

受

け

た

者

（

以

下

「

利

用

者

」

と

い

う

。

）

」

を

「

利

用

者

」

に

改

め

、

同

条

を

第

九

条

と

す

る

。

 

第

六

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。

 

（

利

用

料

金

）

 

第

七

条

 

児

童

文

学

館

へ

の

入

館

（

児

童

文

学

館

で

展

示

さ

れ

て

い

る

資

料

等

を

観

覧

す

る

場
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合

に

限

る

。

以

下

同

じ

。

）

及

び

施

設

の

貸

切

利

用

に

係

る

利

用

料

金

（

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

八

項

に

規

定

す

る

利

用

料

金

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

は

、

別

表

第

一

及

び

別

表

第

二

に

定

め

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

指

定

管

理

者

が

区

長

の

承

認

を

得

て

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

児

童

文

学

館

の

付

帯

設

備

及

び

そ

の

利

用

料

金

は

、

江

戸

川

区

規

則

（

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

３

 

入

館

の

承

認

を

受

け

た

者

（

以

下

「

入

館

者

」

と

い

う

。

）

又

は

貸

切

利

用

の

承

認

を

受

け

た

者

（

以

下

「

利

用

者

」

と

い

う

。

）

（

以

下

「

入

館

者

等

」

と

い

う

。

）

は

、

指

定

管

理

者

が

定

め

る

方

法

に

よ

り

、

利

用

料

金

を

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

４

 

指

定

管

理

者

は

、

規

則

で

定

め

る

基

準

に

従

い

、

利

用

料

金

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

利

用

料

金

の

不

還

付

）

 

第

八

条

 

既

に

納

付

し

た

利

用

料

金

は

、

還

付

し

な

い

。

た

だ

し

、

指

定

管

理

者

が

特

別

な

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

利

用

料

金

の

一

部

又

は

全

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

付

則

の

次

に

別

表

と

し

て

次

の

二

表

を

加

え

る

。
 

別

表

第

一

（

第

七

条

関

係

）

 

 

入

館

料

 

  

区

分

 

利

用

単

位

 

利

用

料

金
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別

表

第

二

（

第

七

条

関

係

）

 

 

貸

切

利

用

料

金

 

 

  

備

考

 

一

 

施

設

の

一

部

を

貸

切

利

用

す

る

場

合

の

利

用

料

金

は

、

規

定

利

用

料

金

に

児

童

文

学

館

の

延

床

面

積

に

対

す

る

当

該

貸

切

利

用

す

る

延

床

面

積

の

割

合

を

乗

じ

た

額

と

す

る

。

 

二

 

利

用

者

が

入

場

料

そ

の

他

こ

れ

に

類

す

る

料

金

を

徴

収

す

る

場

合

は

、

規

定

利

用

料

金

の

五

割

相

当

額

を

増

徴

す

る

。

 

 

 
 

 

付

 

則

 

 

（

施

行

期

日

）

 

一

時

間

当

た

り

 

利

用

単

位
 

六

〇

、

〇

〇

〇

円

 

利

用

料

金

 

 

四

歳

未

満

 

子

ど

も

（

四

歳

以

上

 

中

学

生

以

下

）

 

一

般

 

 

一

人

当

た

り

 

 

無

料

 

二

〇

〇

円

 

五

〇

〇

円

 

区

民

 

三

〇

〇

円

 

七

〇

〇

円

 

区

民

以

外
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１

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

五

年

十

一

月

三

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

準

備

行

為

）

 

２

 

こ

の

条

例

の

規

定

に

基

づ

き

区

長

が

行

う

利

用

料

金

の

承

認

そ

の

他

児

童

文

学

館

の

管

理

の

た

め

に

必

要

な

行

為

は

、

施

行

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

   

（

説

明

）

 

江

戸

川

区

角

野

栄

子

児

童

文

学

館

の

利

用

料

金

を

定

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


